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つ発行してきました。24 年 8 月には創刊から 23

年度分までを 1 冊にまとめ冊子にしました。 
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ホームページを通して情報を発信することを試

みました。これまで掲載したメッセージを中心に
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   三つの「 つ 」…… つどい、つたえる、つながる 

                            OB 会長 髙 橋 恒 治 

 平成 19 年(2007)4 月、秋田魁新報掲載「明日(あした)も花まるっ！」は始まった。現在も続いて

いる。執筆者のひとり、脚本家内館牧子さんの７９回分が加筆修正され一冊の本になった。「心に

愛 唇に毒」（2012.5 刊、さきがけ文庫。840 円）、さきがけ文庫創刊第一号である。 

 明日も花まるっ！の第一回は「秋田のごど、何とかさねば」。冒頭は「『東京大学が自分のため

に何をしてくれたか』ではなく、『自分が東京大学のために何をしてやれるか』を考えてほしい」

というもので、東大の新入生に向けて語った前の東大総長・佐々木毅さんの言葉を引用している。

この言葉を何かで読んだとき、内館さんは非常に大きな衝撃を受けたという。 

 なるほど、東大を「ふるさと秋田」または「聴言研 OB 会」に置き換えてみると、あり方を示唆

してくれる言葉である。秋田人は「他者が自分に何をしてくれるか」ということばかりを考えすぎ

てはいないかとも書いている。 

 私は昨年、地域の老人クラブに入会した。12 月から 3 月までの冬場は週に一回交流センターに集

まっているが、参加者は会員の半分に満たない。老人クラブが何をしてくれるものでもなく、何か

を求めようとしては参加しないことにしている。参加するだけで会場に若いエネルギーを与えるこ

とができる点で十分であり、喜ばれている。不思議なことに、出かけて、先輩方のいろいろな話に

耳を傾けていると学ぶことは多い。 

  「聴言研」の流れに限らず、事の始まりの時の勢いには素晴らしいものがあるが、時間が経つほ

どに、マンネリと会員不足が襲い、右肩下がりになって、ついには忘れ去られてしまう。OB 会員の

若返りは喫緊の課題である。老人クラブに例えて恐縮であるが、少しでもかかわってきた方々の参

加を願いたいものである。歌の文句ではないが、「そばにいてくれるだけでいい」のである。そこ

から新しい道が開けてくるに違いない。「継続はチカラ、さらに続けてタカラなり」である。今年

の世相を表す漢字が「金」と発表されたが、昔のような「金」の時代も夢ではない。 

 「聴言研のごど、何とかさねば」「聴言研 OB 会のごど、何とかさねば」と思うとき、『聴言研、

聴言研 OB 会が自分のために何をしてくれたか』ではなく、『自分が聴言研、聴言研 OB 会のため

に何をしてやれるか』をしっかりと胸に刻んで進んでいき、聴言研 OB 会を少しでも「金」に近づ

けたいものである。「集い・伝える・繋がる」の三つの「つ」を大事にしながら。                         

（2012.12.12） 
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障害児教育との出会い (1) 

 

橋 本 高 史  

 このたび、聴言研(OB会を含め)さんから、「発

達障害担当から見た聴言研」という題名で原稿

を依頼されました。研究会名では同じ通級指導

教室ということからか「きこえ」や「ことば」

の教室と一緒のことが多いのですが、なかなか

共通する視点というと書きにくいので、私との

かかわりの中から探っていきたいと考えていま

す。 

 現在、特別支援学校の多くの先生は、養護学

校義務化(1979年)後に採用になった方が多く、

義務教育の時代から障害児教育を目指し、○○

福祉大学や○○大学障害児教育専攻の方も数多

くいます。特に秋田県は特別支援学校に勤める

先生方の、特別支援教育免許状の取得率が日本

一で、とても高い割合をもっています。 

 ところが、私の場合小中高どころか、大学を

卒業しても障害児との接点はほとんどありませ

んでした。ご存じの方もあるでしょうが、私が

小中学校の時はまだ養護学校が義務化されてお

らず、多くの障がい児は、就学免除又は就学猶

予の名の下で、自宅にいることも多かったです。

私の家の近所にも、私より少し歳が上の女の子

が学校には行かず、自宅前にしかれたござに座

って一日過ごしている様子が見られました。小

学校にも特殊学級(当時の名称で今は特別支援

学級)はありましたが、学校のどちらかというと

端の方にあって、通常学級の生徒にはなかなか

様子をうかがい知ることのできないようなとこ

ろという感じでした。そんな私がどうして障害

児教育とかかわるようになったのかを記してい

きます。 

 私は大学時代考古学を専攻しました。高校の

教師になって生徒と一緒に遺跡を発掘したいと

思っていたのですが、私が卒業したときに高校

の日本史の採用はなし。中学校も100倍以上の競

争率だったため、とても採用は望めず、教育庁

文化課の職員として発掘に携わることになりま

した。しかし、教師になる夢を捨てきれず、小

学校の教員免許状を通信教育で取得して、30歳

を過ぎてからやっと念願の教員となることがで

きました。しかし、まだ障害児教育との接点は

ほとんどありませんでした。今は違うようです

が、教員免許の取得に障害児教育関係の単位は

必要ありませんでした。 

 そんな私が障害児教育と出会うのは、平成２

年、秋田大学に内地留学に行くことになってか

らです。当時は特殊学級の担任でしたが、今で

いうと読み書き障がいなどの発達障がいと思わ

れる児童だったため、あまり障害児教育をして

いたという感じがしませんでした。 

 指導教官は倉田正義先生でした。ほとんど障

害児教育のことを知らない私に、まずは県内の

特殊教育諸学校の様子を見ることを勧めていた

だきました。初めて見る盲聾学校、養護学校は

まさに驚きの連続でした。特にこのときお会い

した自閉症の方には大きな衝撃を受けました。

今までの自分が、自分勝手に思い込んでいたル

ールで児童に接していたことを痛感しました。

ルールに子どもを合わせていたようなもので

す。TEACCHに出会ったのもこの内地留学の時代

でした。このときに得られた、「決めつけず、

多面的にその行動の意味を探る」は私のその後

のポリシーとなっています。 

 半年間の内地留学を終えて、障害児教育の奥

深さや面白さを知った私はもっともっと障害児

教育のことを知りたいと考えるようになりまし

た。そして、当時はそこしかなかった佛教大学

で養護学校の教員免許を取ることにしたので

す。       （2013.3.25） 

             <ｐ10へ続く> 

- 3 - 

 



聴言の「聴」を思う。 

                    

OB 会長 髙 橋 恒 治 

 NHK ラジオ深夜便の朝４時台の放送に「明日

(あす)へのことば」があります。4 月 20 日は「“聴

く”という生き方」の放送でした。話し手は京

都に住み、傾聴塾を立ち上げ、傾聴の大事さを

広めている村田久行さんです。 

 村田さんによると、「お医者さんはおなかが

痛いというと、それを薬とか手術で無いように

する。患者さんは助かりました、ありがとうご

ざいましたという。それが援助で、医療の分野

ではこの援助が大きな役割をしている。」「で

も、すべての病気が治るわけではなく、ガンは

その治らない病気の代表で、医療の限界です。

その時に優秀なドクターほど悩む。どんなこと

に悩むかというと、自分がずっとかかわってき

た患者さんが、いったんは良くなったが再発し

て、だんだん悪くなっている。自分の打つ手は

何もなくなっている。患者さんからは治るでし

ょうかと言われる。その時にドクターは自分の

無力に悩み、もう役に立たない自分が責められ

ているように感じる。」のだそうです。 

 薬や手術で治すことができない、援助ができ

ない医療の限界に対して、最後で最大の援助が

「聴く」という援助だと村田さんは強調します。

治らない現実から生じる「生きる意味を失う、

不安、イライラ」などの心の痛み、さらには最

近よくいわれている「孤独」。これらに対する

ケアとして大切なことは「聴く」「傾聴」であ

るといいます。聴くことはそれだけで援助にな

る。聴いてもらうと気持ちが落ち着き、考えが

整い、生きる力がわいてくるのだといいます。 

     改めて、「聴」の字を見てみましょ

う。旧字体では左のように聽と書きま

す。「耳」の下に「王」があり、「目」

と「心」の間に 

「一」 があります。「心で聴く、目で 

聴く」「一は、一つにまとめる、集中して聴く」

ことを意味しており、一方、王の部分は「聖」

と親戚であり、聴は「徳」とも関係があるとい

います。「聖なるものの声を聴ける、徳のある

人」につながっているとも。 

この放送の中では、傾聴というと、どうやっ

て聴くのか、話すのかというテクニックを求め

ることが多いが、これは２番目、３番目のこと。

大事なのは何を聴かせてもらうか、であるとも

述べていました。何とは「苦しみ」「悲しみ」

「不安」「困難」「孤独」など……。 

聴くことが特別の行為ではなく、当たり前の

ものとなれば、救われる人がもっともっと多く

なるのだろうと思わされた放送でした。  

 （2013.4.25） 

 

 

 

 

 

 

聽 

- 4 - 

 



 （ 2013.5.10 ） 
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難 聴 学 級 担 任 の 経 験 か ら 



                                （2013.6.5） 
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新 し く 通 級 指 導 教 室 を 担 当 さ れ る 皆 様 へ 



小学校、中学校へ設置している意義              髙 橋 恒 治 

「盲、聾、養護学校とは違い、小、中学校設置の特殊学級や教室意義は、障害のある子どもたち

のためのみにあるのではなく、設置校に在籍する子どもたちのことばの力が高まり、傾聴態度がよ

くなることにつながらなければならないという同じ教官からの教えもあり、このことは実現できな

かったことの一つとして今でも心残りとなっています。」 

この４行は、平成 14 年 12 月発行の「潭々」７㌻『創設期の回想の記』に掲載された「教師くさ

さを取る」と題する拙文の最後に書かせてもらったものです。いうまでもなく、１行目の教室とは

「きこえの教室、ことばの教室」のことです。『創設期の回想の記』は平成 14 年が県聴覚・言語障

害教育研究会設立 30 周年にあたることから、編集担当の山田芳男先生が企画されたページでした。 

全国でことばの教室が設置され始めたころは、NHK でもテレビ放送があり、「ことばの治療教室」

のタイトルだったと記憶しています。正々堂々と「治療」の言葉は使われていました。したがって、

当時教室に通うのは、病気で医者に通うかのようなイメージを持たれていたといえましょう。そん

なことから、教室の担当者の中には、ほかの教員とは立場が違うとの意識を強く持った人もおられ

ました。校外からの幼児を扱っていたこととも重なり、従来の学校教育にはない仕事をしているの

だからと主張して放課後のクラブ活動の担当や、職員会議への参加にも消極的な担当者がおられた

ものです。 

薬や手術で治るようなものではなく、日常の学校生活の中で、周囲とのかかわりを通して、こと

ばやきこえを獲得していく過程の大事さを思えば、周囲との関係を大切にしていくことが極めて重

要であり、学校内に設置されている意義は大きいのです。さらに、いわゆる学力向上を目指すにあ

たっては話すこと、聴くことの力量アップがいかに大切であるかは今さら申すまでもありません。 

 特殊教育が特別支援教育と冠するようになって何年になるでしょうか。この教育が学校全体の取

り組みの必要を大きく掲げてきたことを思うとき、冒頭で示した「設置校に在籍する子どもたちの

ことばの力、傾聴態度がよくならなければならない」との意義は同じ方向にあるはずですが、現状

はどうでしょうか。 

 今年度のスタートにあたっても学級、教室の廃止、開設が見られました。児童生徒のいる、いな

いによって学級、教室が出来たり、無くなったりすることは仕方ないことですが、存在していたこ

とでかかわってきた周囲へ働きかけたことは残していってもらいたいものです。教育は「聴く、話

す」のコミュニケーションを中心に成り立っているとすれば、「きこえ、ことば」重要性は、幼児

から大人までのあらゆる場面で、もっともっと大切に思われてよいものです、せめて、高等学校あ 

たりまで…。                              （2013.7.12） 
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傾聴とは異なる挑戦  (認知症介護の現場の試みからＯＢ会継承を考える) 

                           ＯＢ会長  高 橋 恒 治 

 

以前、傾聴について述べた。〈ﾒｯｾｰｼﾞ聴言の聴を思う 3/25〉傾聴は医学の限界を越える手法とし

て価値があるというもので、ＮＨＫラジオ深夜便で聞いたものである。 

このたび同じくラジオ深夜便で、傾聴とは異なる実践を提唱している人を知った。<11/19,20「介

護現場で見つけた新たな民俗学」> 認知症患者の行動に目を付け、その人が生きてきた過去を詳細

に聞き書きし、それをまとめ上げることの意義が放送されたのである。この聞き書きを提唱してい

るのは「驚きの介護民俗学」の著者六車由実さん。民俗学を教える大学教員から老人介護の現場に

転職したユニークな経歴を持つ人である。民俗学で培った聞き書きを介護現場で行うその意義を熱

く語っていた。 

『利用者さんは職員さんがどんなに忙しくしていても、「ちょっとちょっと」と言って声をかけ

てくる。それに対してお話を聞いてやれない状況にある。民俗学に携わってきた立場からすると、

こんなに豊かな語りがあって、しかも今まで知らなかった歴史がこんなにあるのに埋もれていいの

かな、ちゃんと聞いてそれを形にして残していく責任が私たち世代にあるのではないか。』 

< 太字は放送での六車さんの言葉。以下同じ>  

 

六車さんは傾聴とは違う聞き書きの意義を次のように話している。 

『 傾聴では言葉そのものよりも、言葉の中に隠された利用者さんの気持ちであるとか、思い、

心の動きを察することが大切とされている。話している言葉そのもの、話している内容そのものが

あまり重視されていないのではないか。 聞き書きというのは、言葉の裏にある何かを察するので

はなく、むしろ相手の言葉そのものに寄り添う、聞き逃さないように書きとめていくことに徹する。』 

 

認知症の人が発する、意味づけできない言葉を根気よく聞きとり、その内容について時間をかけ

てつなげていく。 現場は忙しくてそんなことはできないと思われている。しかし、忙しいがいつ

もそうではなく、ホッと一息つける時間が必ずある。その時間に聞き書きをしてほしいと提唱する。 
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十数回聞き書きを重ね、最後は冊子にまとめる。本人はもちろん、現場スタッフ、家族に読んで

もらう。そのことにより認知症の方への見方が変わってきたという。高齢者の語る内容には驚かさ

れることが多く、周りの見方が感謝に変わるのである。生きて来た証しは地域の財産となっていく

という。民俗学が目指すものと同じである。 

次のようにも述べている。 

『 介護の現場では、利用者さんがケアされる側、私たち職員の方はケアする側という立場の関

係性があり変わりようがなかった。しかし、聞き書きはこの関係性を逆転させる可能性がある。利

用者さんが教える立場になる。私たちはケアする側だけれども、聞き書きのときばかりは話を聞い

て教えてもらう立場に変わる。この関係性の逆転が大切である。 』 

 

教育現場でも「子供に学ぶ」ことを大事にしているが同じく関係性の逆転であったのだ。さらに、

著者は介護の現場の取り組みを「生前供養」と意義づけている。物に感謝すると同じように、老人

の生き方にも目を向け、感謝することが大切であるとし、その感謝の形は「生前供養」と言えるの

ではないかとしている。 

『 高齢者というのは今までいろんなことが出来てきて、一生懸命生きてきて、それが出来なく

なってきた人たちだけれども、私たちにいっぱいいろんなものを与えてくれた。これから先、いず

れは亡くなっていくわけだが、それまでの間を私たちは感謝したり、つぐないをしたり、謝罪した

りする機会に当てるべき時間とする、介護の時間はそういう時間ではないかと思う。 』 『 人

としては亡くなっていくけれども、その人の思い出であるとか、その人の生きてきた歴史というの

は、私たちを通して次の人たちに引き継がれていく。介護をそういうふうな見方でみれば、なんか

少し豊かな介護の在り方、ケアの在り方というのを模索することが出来ると思う。 生前供養とい

うのはすごく的を射た言葉のように思う。 』  

介護民俗学の取り組みを聴覚言語にかかわっている人たち(聴言研の人たち)と、かかわって来た人

たち(ＯＢの人たち)に当てはめたらどうだろうか。記録を残す。現場にかかわってきたＯＢの人たち

が経験を語る。集いの場で大いに語ってもらう。記録していくことと集い場を継承していくこと。

まさにＯＢ会の存在はそこにあったのだと思えてきた。将来「聴言民俗学」と表現される時が来る

かもしれない。  

（2013.12.20） 
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障害児教育との出会い (2) 

橋 本 高 史 

 （ｐ4からつづく） 

 単位取得さらには養護学校教員の

免許状取得のため(どうせ取るなら

と一種を目標にした)、平成３年度に

佛教大学の通信教育部に編入しまし

た。当時は小学校の通常学級の担任

だったのですが、一種のために必要

な単位数は多く、一年で取るのはと

ても厳しいスケジュールでした。し

かし、前年の内地留学の知識や経験

を生かすには、間を開けずに取得し

た方がいいと思い、ほかの先生方の

協力もあって何とか一年で取得する

ことができました。今振り返ってみ

ても、こんなに勉強したことはない

ほどでしたが、その当時の私はカサ

カサに乾いたスポンジ状態だったも

のですから、多くの知識を学ぶこと

に貪欲でした。無事教員免許を取得

できた私にとって、次は実際に障害

児教育を体験したいという思いが募

りました。そこで異動希望を出しま

したが、その当時は県立養護学校と

市町村立小中学校間の異動はほとん

どなく、たまにあっても偶然変わり

たい人がどちらにもいた場合に限ら

れるというものでした。結局、その

後４年間の中学校を経験し(この貴

重な経験もその後大変役立ちまし

た)、実際に養護学校に異動できたの

は希望してから５年後でした。 

 養護学校で知っている先生といえ

ば、内地留学時代や教育実習で行っ

たときお世話になった先生が数名い

るだけの私にとって、養護学校への

異動は希望が叶ったとはいえ、とて

も不安もいっぱいでした。 

ところが初めて行った養護学校の 

教頭先生が、内地留学時代いろい

ろと教えてもらったＩ先生でした。

しかも、同じ高等部に配属になりま

した。おかげさまで、分からないこ

とは細かに教えてもらいました。こ

のときにご一緒しなければ、今の私

はないと思うほど、お世話になりま

した。現在でも大変お世話になって

います。その時に先生から学習障害

児(最初は学習能力障害といってい

ました)の話を聞きました。 

ＬＤといえば、まだレーザーディ

スクといわれていた平成９年ごろ、

Ｉ先生は昭和の時代から研究されて

いるということで、興味深い話をた

くさん聞くことができました。この

とき聞いた話が私のスイッチをオン

にしました。もっともっと勉強した

いと考え、管理職に「勉強させてく

ださい」と願い出ました。幸いなこ

とに、平成11年度の国立特殊教育総

合研究所短期研修(情緒障害コース)

を受講することができました。この

研修で得られた知識、経験、それに

一緒に受講した仲間は今も私のバッ

クボーンになっています。 

 当時は軽度発達障害(５年ぐらい

使われた。以下は発達障害と記述)

といわれたＬＤ、ＡＤＨＤ、高機能

自閉症などのことが自分になぜかぴ

たりと合っていると感じた私は、さ

らに勉強を深めたいと願うようにな

りました。まずは、日本ＬＤ学会に

入会し、大会に参加して勉強するよ

うになりました。当時発達障がいを

勉強しようとする人はまだまだ少な

く、ＬＤといってもライブドアと間

違えられるぐらいで、高機能広汎性

発達障害などはほとんど知名度があ

りませんでした。 

 平成12年度は、そのころ発達障害

に真正面から取り組んでいる数少な

い医療機関であるよこはま発達クリ

ニック(院長：内山登紀夫先生)で、
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発達障害の基礎講座を行うという情

報が耳に入りました。ようやく発達

障害という名前が少しずつ知られ始

めたころのことです。しかも年15回

というとても充実した内容です。そ

こでＩ先生に相談したところ、「行

ってきてしっかり勉強してこい。」

との温かいことばをいただきまし

た。また、校長先生はじめ諸先生方

のご支援、ご協力もあって、一年間

受講することができました。 

この講座は20名ほどの少人数に対

して、講師(児童精神科の医師)が相

談にも答えながら、アットホームな

感じで行うというもので、受講生の

メンバーを見ると講師レベルのすご

い人たちもたくさんいました。この

講座で得た知識はとても中身が濃く

て消化不良的なところも多々ありま

すが、大変勉強になりました。受講

した内容は当時土曜日午後に養護学

校で開いていた「ほいほい塾」で伝

達講習を行い、シェアすることもで

きました。（2014.1.18） つづく⇒ p13 

 

 

 

 

 

 

   残 念 に 思 う こ と 

   初代 OB 会長 伊 藤  薫 

 昨年暮れの OB 会研修会に参加で

きなかったことは大変残念に思って

いるが、懇親会での一時は実に楽しく、

有意義な会であった。 

 さて、OB 会は現職教育への支援を

目的に発足して以来 20 年を目前に、

残念に思うことがある。それは、当初

は支援の柱として「講師としての人材

派遣」に「研修費（現金）」であった

が、時が移り、現会長になってこれま

での形態が変わり、「OB 会主催研修

会」が企画された。このことによって

講師陣の会員以外からの参入もあり、

これまで見られない現職教育への支

援策は、高く評価されてよいと思って

いるし、こうした支援の在り方こそ

「現代教育」にマッチした取り組みで

はないかと考える。残念なことに、こ

の企画も取りやめたことに異議あり

だが、何よりも母体をなす OB 会員が

年々減少して行くことに淋しさを強

くしている昨今である。（2014.2.3）  

 

 

 

 

 

 

◆◆◆ 関連情報 ◆◆◆  詳細はホームページ「聴言のたまり場」で。  

URL http://akita-chougenken.jimdo.com/ 

新聞報道 さきがけ 盲・聾 100 周年（2012.11） 

    24 年度聴言研・県北ブロック研修会  （2012.12） 

   見つけました…ホームページから聴言関連情報（2013.1） 

     聴言研紀要 秋田のきこえとことば 24 年度 発刊 （2013.3） 

       「がん哲学外来」開設 がん患者の痛み軽減へ （2013.6） 

 知ってますか？秋田県難聴者・中途失聴者協会 ⇒ p17 に掲載 

     秋田県難聴者・中途失聴者協会機関紙 稲穂 44 号（2013.10） 

        〃                 45 号（2013.11） 
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（ 2014.1.31 ）    

 

 

 
- 12 - 

 



障害児教育との出会い (3) 

橋 本 高 史 （ｐ11から） 

学習障害については、秋田大学の

川村秀忠先生が日本の草分け的存在

で、平成４年９月12日秋田ＬＤ児指

導研究会が設立されました。全国に

ＬＤ関連の研究会がまだほとんどな

いころです。わたしもこの会に入れ

てもらいました。川村先生の秋田大

学転出後、活動は下火になってきま

した。せっかく作った会なのでもう

一度活動を活発にしたいと願った私

たち一部会員はＩ先生に会長をお願

いし、賛同する人を募りました。 

平成13年11月11日、メンバーがな

ぜか県南の人が中心だったため、横

手市を拠点に名称も秋田ＬＤ・ＡＤ

ＨＤ懇話会に変更して設立しまし

た。当時の会員は65名でした。最初

の総会の講師は、当時養護学校に勤

めておられた佐藤秀明先生です。佐

藤先生にはその後も何度か講師をお

願いしたり、相談に乗ってもらった

りしています。 

 皆さんのご協力もあって順調に会

の活動を始めることができました。

平成14年には、前会長だった川村先

生に秋田に来ていただき、総会並び

に講演会を開催しました。このころ

は秋田県内で発達障害に関する研修

会が開催されることはほとんどな

く、前述したように参加したいろい

ろな研修には秋田で講演してほしい

講師の先生が山ほどいました。誰を

呼ぼうかと悩みました。現在も原則

変わっていませんが、春の総会、秋

の研修会、随時例会(講師は会員で伝

達講習会的な内容)という会の活動

のスタイルも決まってきました。 

秋の研修会は内容もさることなが

ら、とにかく話が面白い人で、情熱

的な思いで話す人ということで、え

じそんくらぶの高山恵子先生にお願

いしました。高山先生の話はとても

面白く、引き込まれる内容でした。

午後の研修会は少人数で行ってもら

い、さらに研修を深めることができ

ました。 

 平成15年度は、春の総会には日本

ＬＤ学会の鳥居深雪先生をおよびし

て、校内でできる具体的な支援につ

いて学びました。秋の研修会は当時

文部科学省におられた、ＬＤのこと

ならこの人抜きには語られないとい

われていた柘植雅義先生をお呼びす

ることができました。初めてシンポ

ジウム形式で行い、シンポジストに

は久里浜で知り合いになった高知や

福井の先生もお呼びして、全国的な

話もすることができました。 

 平成16年度は、ＬＤの当事者の神

山忠先生、秋はＬＤの第一人者の月

森久江先生を講師にお呼びしまし

た。その後も、田中康雄先生はじめ

たくさんの先生をお呼びできまし

た。現在にいたるまで、原則として

同じスタイルで会の活動を継続して

います。講師選考のポリシーとして

は、①とにかく話の面白い人、②も

うすぐブレイクしそうな人、③そし

てまだ秋田で講演したことのない人

ということで行っています。幸いな

ことに、今までお呼びした講師の方

はどなたも大変評判が良く、その後

も大活躍した人ばかりです。 

今年は、６月 15 日(日)の総会で、

ＮＰＯ法人エッジの理事長藤堂栄子

さんを講師に一日日程で行う予定で

す。どうぞ、今から予定をあけてお

いてご参加ください。(2014.2.18) 

（ 26 年版につづく） 
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